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宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 課                  題
玄海町の町名・大字一覧表（５０音順）

【【【【ああああ】】】】大字池田、大字江口 ①  同一の大字名があれば、どちらかを変更する必要があるが、存在

     しない。

【かかかか】大字鐘崎、公公公公園園園園通通通通りりりり一一一一丁丁丁丁目目目目～～～～三三三三丁丁丁丁目目目目、大字上八、大字神湊

②  古賀市が市制施行時に例えば「大字久保」を「久保」と変更して

【ささささ】大字地島      「大字」の字をすべて取った（正式には名称の変更）が、同様に

     合併時に、「大字東郷」や「大字神湊」の大字を取り、「東郷」

【たたたた】大字田島、大字田野、大字多礼      や「神湊」にしてはどうか。

        手続きは地方自治法第２６０条により宗像市議会、玄海町議会

【【【【はははは】】】】大字深田      の議決を必要とする。

        実施後戸籍法や住民基本台帳法により他市町村への通知が

【まままま】大字牟田尻     必要となる。

【【【【やややや】】】】大字吉田

①住所は慣用により土地の地番を使い「○番地の○」と表示する。

②ゴゴゴゴシシシシッッッックククク体体体体の町名は「住居表示に関する法律」（昭和３７年法律第

  １１９号）に基づいて、街区方式による住居表示が実施され、街区符

  号と住居番号により「○番○号」により住所を表示する町名である。

小委員会

協議項目

生活環境小委員会

町・字名の取扱い

宗像市の町名・大字名一覧（５０音順）

【ああああ】青葉台一丁目～二丁目、大字赤間、朝野、大字朝町、

      アスティ一丁目～二丁目、大字池浦、大字石丸、

      泉ヶ丘一丁目～二丁目、大字稲元、桜美台、大字王丸、

      大字大井、大字大井台、大谷、大字大穂、大字大穂町

【かかかか】大字河東、大字久原、広陵台一丁目～五丁目

【ささささ】栄町、桜一丁目、大字三郎丸、大字自由ヶ丘、大字自由ヶ丘一丁

     目～十一丁目、大字自由ヶ丘西町、自由ヶ丘南一丁目～四丁目、

     城西ヶ丘一丁目～六丁目、樟陽台一丁目～二丁目、大字須恵

【たたたた】大字田久、大字田熊、大字武丸、大字土穴、天平台、大字東郷、

      大字徳重

【なななな】大字名残、大字野坂

【はははは】大字葉山一丁目～二丁目、大字原町、ひかりヶ丘一丁目～七丁目、

      日の里一丁目～九丁目、大字平等寺、大字冨地原

【まままま】大字曲、大字光岡、緑町、大字村山田、大字用山

【やややや】大字山田、大字吉留

【らららら】大字陵厳寺、

【【【【わわわわ】】】】和和和和歌歌歌歌美美美美台台台台

①住所は慣用により土地の地番を使い「〇番地〇号」と表示する。

  

②ゴゴゴゴシシシシッッッックククク体体体体の町名は「住居表示に関する法律」（昭和３７年法律第１１９

   号）に基づいて、街区方式による住居表示が実施され、街区符号と住

   居番号により「○番○号」により住所を表示する町名である。


